
令和2（2020）年3月

第二期 中央区子ども・子育て支援事業計画

わくわく子育て ～みんなで育てる未来の力～
こどもすくすくえがおプラン
中央区
こどもすくすくえがおプラン
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わくわく子育て ～みんなで育てる未来の力～

概要版

●本計画に掲載したすべての施策を円滑に実施していく
ために、庁内関係部署、関係機関、関連団体などと相
互に連携・協力しながら取組を推進します。
●各年度において、本計画に基づく施策の実施状況等に
ついて点検・評価し、その結果を公表します。
●計画の実効性を高めるため、ニーズなどを的確に捉え
ていくとともに、ＰＤＣＡサイクルのもと、計画の進捗
状況を年度ごとに整理し、そうした状況を踏まえつつ、
必要に応じて計画期間の中間年を目安として計画の見
直しを行います。

計画の推進体制

●「中央区子ども・子育て会議」とは、この計画の点検や進捗管理、評価などについて、保護者を含む子ども・子
育て支援の当事者などの委員に意見を聴くための会議であり、本区の子どもや子育て家庭の実情を踏まえて
施策を実施していくことを目的として開催しています。

子ども・子育て会議とは

●区では、平成27（2015）年に「第一期中央区子ども・子育て支援事業計画」を策定し、安心して子どもを産み育
てていける環境づくりや子育て支援策を総合的に推進してきました。
●令和元（2019）年度をもって計画期間が終了することから、中央区子ども・子育て会議において審議を重ね、令和
２（2020）年度から令和６（2024）年度までの５年間に取り組むべき課題等を踏まえ「第二期中央区子ども・子
育て支援事業計画」を策定します。
●この計画は、「子ども・子育て支援法」第61条の規定に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」であり、
「次世代育成支援対策推進法」第８条の規定に基づく「市町村次世代育成支援行動計画」と一体的に策定して
います。
●「中央区基本構想」「中央区基本計画2018」を上位計画とし、「中央区保健医療福祉計画2020」の個別計画とし
て整合性を図りつつ、子どもや子育てに関する取り組みについてまとめています。

計画策定の背景と位置づけ

子ども・子育て支援事業計画とは

保育所・幼稚園など「教育・保育施設」や、学童クラブ・
一時預かり保育など「地域子ども・子育て支援事業」に
ついての需給計画です。

需給計画ってなに？

実際の利用状況や利用希望などから、今後必要とされる量
の見込み（需要）を推計し、それに対応するサービスの確
保方策をどのように提供（供給）するかという計画です。

本区の計画では、上記の内容を中心に、母子保健、教育、
地域・社会全体での子育て支援の取組など、幅広い子ど
も・子育て支援の施策全体の方向性を示しています。

確保方策（供給量）の
方が少ないときは、施
設整備などを進めてい
きます。

確保方策（供給量）が量の見込み（需要量）より少な
いときは、どうするの？

中央区で暮らすすべての子どもがすくすく育ち、子育て家
庭がえがおで暮らせるまちを実現するための計画という
ことですね。

量の見込み
確保方策

（利用定員数）

不足分

（保育所や学童
クラブなどの
利用希望者数）

不足がある
場合は整備

●子どもは、社会の希望であり、未来をつくる、かけがえのない存在です。子どもの幸せを第一に考え、子どもの最善
の利益が尊重されるとともに、親も子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを感じることができるよう、計画の基
本理念を次のように定めます。

計画の基本理念

●基本理念を実現するために、次の３つを計画の方向性として、子ども・子育て支援施策を展開します。

子どもの人権が尊重され、すべての子どもが元気に明るく育ち、「子どもの最善の利益」が実
現される社会を目指します。

計画の方向性

●第二期計画では、施策をまたがる重要なものとして、以下の取組を推進します。

第二期の重要な取組

子どもも親も笑顔が輝き、地域で安心して子育てができるまち中央区

子どもが元気に明るく育つ環境をつくります

保護者が子育てに喜びや生きがいを感じ、子どもが心身ともに健やかに成長できる家庭環境
をつくります。

すべての子育て家庭を支援します

子どもの成長過程で重要な生活の基盤である地域や、企業などを含めた社会全体で協力し、
子育てを支え、見守ります。

地域・社会全体で子どもを育む力を高めます

方向性１

方向性2

方向性3

保育の質が確保された認可保育所の開設を中心に定
員拡大を図り、可能な限り早期の待機児童の解消を目
指します。

◆私立認可保育所の開設支援
◆大規模開発等の機会を捉えた保育施設の確保など

良好な教育・保育環境において、適切な教育・保育内
容を知識豊富な保育士等により提供できるよう、教
育・保育の質の確保・向上にむけた取組を推進してい
きます。
◆教育・保育の環境や内容に関する巡回支援・指導の
充実

◆遊び場の確保に向けた支援、保幼小の連携など

量の拡充 質の確保・向上

量・質を兼ね備えた教育・保育環境の充実

◆産後うつや育児不安の解消のため、相談支援体制の
さらなる充実

◆妊娠期から子育て期までのさまざまな相談に対応す
るため、母子保健コーディネーターの配置や相談窓
口の拡充

◆「あかちゃん天国」や「乳幼児クラブ」などの実施に
よるネットワークづくり支援

◆より効果的なツールを活用した情報発信

身近な場所で気軽に相談でき、適切なサポートを
受けられる環境づくり 保護者同士のネットワークづくり支援

相談支援体制の充実とネットワークづくりの支援

ACTION
事業の継続・拡充、
計画の見直し

PLAN
計画の策定

CHECK
計画の評価・公表

DO
計画の推進
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